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番号制度の目的

番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるというこ
との確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、
国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤（インフ
ラ）である。（出典：「マイナンバー -社会保障・税番号制度-」 平成26年2月内閣官房社会保障改革担当室）

マイナンバーを使った個人情報の検索
マイナンバーを使った個人情報の名寄せ（照合）
マイナンバーを使った個人情報の連携（提供、収集）

ただし、法の許す範囲で・・・
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番号制度の概要

大きくは、付番・情報連携・本人確認からなる

出典：「マイナンバー -社会保障・税番号制度-」 平成２６年２月内閣官房社会保障改革担当室
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番号制度の概要

大きくは、付番・情報連携・本人確認からなる

出典：「マイナンバー -社会保障・税番号制度-」 平成２６年２月内閣官房社会保障改革担当室
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番号の利用分野
－ 個人番号と特定個人情報 －
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個人番号の利用範囲

「個人番号」は別表１の範囲で利用が許されている

別表１に掲げる事務処理に関して保有する特定個人情報ファイル
において、個人情報を効率的に検索、管理するのに必要な限度で

「個人番号」を利用することができる。（第一項）

別表１＋独自の条例＝「個人番号利用事務」

福祉、保健・医療、地方税、防災に関する事務であって、
条例で定めるものの処理に関して保有する特定個人情報ファイル

において、「個人番号」を利用することができる。（第二項）

第九条
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個人番号の利用範囲

別表第一
１~９７
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特定個人情報の提供制限

「特定個人情報」の提供をしてはならない

第十九条
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、
特定個人情報の提供をしてはならない

例外として、

第一項、第二項： 個人番号利用事務等の実施のために本人等に提供する
第三項 ： 本人又はその代理人が個人番号利用事務等実施者に提供する
第七項 ： 別表２に揚げられているもの

etc.

第十五条： 第十九条に該当するもの以外は他人に個人番号の提供を求めてはならない
第二十条： 第十九条に該当するもの以外は特定個人情報を収集・保管してはならない
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別表第二
１~１１９

特定個人情報の提供制限
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条例制定の必要性

別表１の範囲外で利用するには条例が必要

窓口は別表１の事務の通りですか？

複数の事務、複数の手続きをまとめるなど、
現状の流れを維持するには条例が必要かも
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条例制定の必要性

特定個人情報の連携にも条例が必要となることも

ガイドライン3章

番号法第9条第2項の条例の定め方としては、（あ）番号法別表
第一に規定されていない地方公共団体の独自事務を利用する
場合を規定するだけでなく、
（い）別表第一に規定されている事務についても複数の事務間
で特定個人情報の授受を行う場合には、その旨を定めるべきである。
具体的には、番号法別表第一の上欄及び下欄に相当する①個人
番号を利用する機関、②個人番号を利用する事務、だけではなく、
同法別表第二の第四欄に相当する③当該事務を処理するため
に必要な特定個人情報を明示すべきである。
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特定個人情報と個人情報の区別

特定個人情報は個人情報の一種だが明確な区別が必要

提供や収集・保管が制限（19条、20条）
特定個人情報ファイルの作成の制限（28条）
目的外利用を生命・財産の保護や激甚災害などに限定
（29条）

個人情報と特定個人情報を明確に区別し、
必要な条例改正、制定を行う
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特定個人情報の制限

第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報（他人
の個人番号を含むものに限る。）を収集し、又は保管してはならない。

第二十八条 個人番号利用事務等実施者その他個人番号利用事務等に従事する者は、
第十九条第十一号から第十四号までのいずれかに該当して特定個人情報を提供し、
又はその提供を受けることができる場合を除き、個人番号利用事務等を処理するために
必要な範囲を超えて特定個人情報ファイルを作成してはならない。

（地方公共団体等が保有する特定個人情報の保護）
第三十一条 地方公共団体は、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法、個人情報保護法及
びこの法律の規定により行政機関の長、独立行政法人等及び個人番号取扱事業者（特定個人情報ファイルを事業
の用に供している個人番号利用事務等実施者であって、国の機関、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地
方独立行政法人以外のものをいう。以下この節において同じ。）が講ずることとされている措置の趣旨を踏まえ、当
該地方公共団体及びその設立に係る地方独立行政法人が保有する特定個人情報の適正な取扱いが確保され、
並びに当該地方公共団体及びその設立に係る地方独立行政法人が保有する特定個人情報の開示、訂正、利用の
停止、消去及び提供の停止（第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報にあっては、
その開示及び訂正）を実施するために必要な措置を講ずるものとする。



Page 14 Copyright 2014, The  Association for Promotion of Public Local Information and Communication

システムへの影響と
特定個人情報保護評価

－ システム改修の想定 －
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特定個人情報保護委員会

出典： 「特定個人情報保護評価の概要」 平成２６年６月３日 特定個人情報保護委員会事務局
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特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）

特定個人情報保護評価の基本理念

特定個人情報保護評価は、番号制度の枠組みの下での制度上の保護措置の
１つであり、特定個人情報ファイルの適正な取扱いを確保することにより特定個
人情報の漏えいその他の事態の発生を未然に防ぎ、個人のプライバシー等の
権利利益を保護することを基本理念とする。

特定個人情報保護評価の目的

○ 事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止
○ 国民・住民の信頼の確保

出典： 「特定個人情報保護評価の概要」 平成２６年６月３日 特定個人情報保護委員会事務局
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特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）

３特定個人情報保護評価の内容

特定個人情報保護評価は、評価実施機関が、特定個人情報ファイルを
取り扱う事務における当該特定個人情報ファイルの取扱いについて自
ら評価するものである。

評価実施機関は、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有
する場合は、当該特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバ
シー等の権利利益に与え得る影響を予測した上で特定個人情報の漏え
いその他の事態を発生させるリスクを分析し、このようなリスクを軽
減するための適切な措置を講じていることを確認の上、基礎項目評価
書、重点項目評価書又は全項目評価書（以下「特定個人情報保護評価
書」と総称する。）において自ら宣言するものである。

出典：特定個人情報保護評価指針
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特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）

影響の予測 発生リスク
の分析

軽減措置の
確認

公表
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特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）

（特定個人情報保護評価）
第二十七条 行政機関の長等は、特定個人情報ファイル（専ら当該行政機関の長等の職

員又は職員であった者の人事、給与又は福利厚生に関する事項を記録するものその他
の特定個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。）を保有
しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、特定個人情報保護委員
会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を評価した結果を記載した書面（以下この
条において「評価書」という。）を公示し、広く国民の意見を求めるものとする。当該特定個
人情報ファイルについて、特定個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えよう
とするときも、同様とする。

一 特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者の数
二 特定個人情報ファイルに記録されることとなる特定個人情報の量
三 行政機関の長等における過去の個人情報ファイルの取扱いの状況
四 特定個人情報ファイルを取り扱う事務の概要
五 特定個人情報ファイルを取り扱うために使用する電子情報処理組織の仕組み及び電子計算機

処理等（電子計算機処理（電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修
正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。）その他これに伴う政令で定める措
置をいう。）の方式

六 特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を保護するための措置
七 前各号に掲げるもののほか、特定個人情報保護委員会規則で定める事項
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特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）

第二条 この法律において「行政機関」とは、行政機関の保有する個人情報

の保護に関する法律（以下「行政機関個人情報保護法」という。）第二条第
一項に規定する行政機関をいう。
・・・

行政機関の長等（行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、
地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第
二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）及び地方公
共団体情報システム機構（以下「機構」という。）並びに第十九条第七号に規
定する情報照会者及び情報提供者をいう。

行政機関の長等
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特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）

特定個人情報保護評価の実施が義務付けられる者

○ 行政機関の長
○ 地方公共団体の長その他の機関
・・・
○ 情報提供ネットワークシステムを使用した情報連携を行う事業者

特定個人情報ファイルの「保有」とは・・・

○ 番号法別表第一（第９条関係）の下欄に掲げる事務の処理に関して特定

個人情報を保有する場合のほか、行政機関の長等が番号法第１９条第１１項
から１４項までのいずれかに該当するなどして、特定個人情報ファイルを保有
する場合も含まれる。

出典： 「特定個人情報保護評価の概要」 平成２６年６月３日 特定個人情報保護委員会事務局
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特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）
第十九条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。
一 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し特定
個人情報を提供するとき。
二 個人番号関係事務実施者が個人番号関係事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき（第十号に規定する場合を除く。）。
三 本人又はその代理人が個人番号利用事務等実施者に対し、当該本人の個人番号を含む特定個人情報を提供するとき。
四 機構が第十四条第二項の規定により個人番号利用事務実施者に機構保存本人確認情報を提供するとき。
五 特定個人情報の取扱いの全部若しくは一部の委託又は合併その他の事由による事業の承継に伴い特定個人情報を提供するとき。
六 住民基本台帳法第三十条の六第一項の規定その他政令で定める同法の規定により特定個人情報を提供するとき。
七 別表第二の第一欄に掲げる者（法令の規定により同表の第二欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その

者を含む。以下「情報照会者」という。）が、政令で定めるところにより、同表の第三欄に掲げる者（法令の規定により同表の第四欄に掲げる特定個人情報
の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報提供者」という。）に対し、同表
の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報（情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたもの
に限る。）の提供を求めた場合において、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供するとき。
八 国税庁長官が都道府県知事若しくは市町村長に又は都道府県知事若しくは市町村長が国税庁長官若しくは他の都道府県知事若しくは市町村長に、

地方税法第四十六条第四項若しくは第五項、第四十八条第七項、第七十二条の五十八、第三百十七条又は第三百二十五条の規定その他政令で定め
る同法又は国税（国税通則法（昭和三十七年法律第六十六号）第二条第一号に規定する国税をいう。以下同じ。）に関する法律の規定により国税又は地
方税に関する特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。
九 地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の他の機関に、その事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提
供するとき。
十 社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）第二条第五項に規定する振替機関等（以下この号において単に「振替機関等」とい

う。）が同条第一項に規定する社債等（以下この号において単に「社債等」という。）の発行者（これに準ずる者として政令で定めるものを含む。）又は他の
振替機関等に対し、これらの者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、社債等の振替を行うための口座
が記録されるものを利用して、同法又は同法に基づく命令の規定により、社債等の振替を行うための口座の開設を受ける者が第九条第三項に規定する
書面（所得税法第二百二十五条第一項（第一号、第二号、第八号又は第十号から第十二号までに係る部分に限る。）の規定により税務署長に提出される
ものに限る。）に記載されるべき個人番号として当該口座を開設する振替機関等に告知した個人番号を含む特定個人情報を提供する場合において、当該
特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。
十一 第五十二条第一項の規定により求められた特定個人情報を特定個人情報保護委員会に提供するとき。
十二 各議院若しくは各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法（昭和二十二年法律第七十九号）第百四条第一項（同法第五十四条の四第一

項において準用する場合を含む。）若しくは議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律（昭和二十二年法律第二百二十五号）第一条の規定により
行う審査若しくは調査、訴訟手続その他の裁判所における手続、裁判の執行、刑事事件の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は
会計検査院の検査（第五十三条において「各議院審査等」という。）が行われるとき、その他政令で定める公益上の必要があるとき。

十三 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を

得ることが困難であるとき。
十四 その他これらに準ずるものとして特定個人情報保護委員会規則で定めるとき。
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特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）

特定個人情報保護評価の対象
○ 特定個人情報保護評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務。

特定個人情報ファイル
○ 特定個人情報ファイルの単位は、その使用目的に基づき、評価実施機関が定
めることができる。

出典： 「特定個人情報保護評価の概要」 平成２６年６月３日 特定個人情報保護委員会事務局

特定個人情報保護評価指針

第４ 特定個人情報保護評価の対象
２ 特定個人情報保護評価の単位
特定個人情報保護評価は、原則として、法令上の事務ごとに実施するものとする。番号法
の別表第一に掲げる事務については、原則として、別表第一の各項の事務ごとに実施する
ものとするが、各項の事務ごとに実施することが困難な場合は、１つの項に掲げる事務を
複数の事務に分割して又は複数の項に掲げる事務を１つの事務として、特定個人情報保護
評価の対象とすることができる。別表第一以外の番号法の規定、番号法以外の国の法令又
は地方公共団体が定める条例に掲げる事務についても、評価実施機関の判断で、特定個人
情報保護評価の対象となる事務の単位を定めることができる。
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特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）

特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない事務

ア 職員又は職員であった者等の人事、給与、福利厚生に関する事項又はこれらに
準ずる事項を記録した特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務

イ 手作業処理用ファイル（紙ファイルなど）のみを取り扱う事務
ウ 対象人数が1000人未満の事務
エ １つの事業所の事業主が単独で設立した健康保険組合等が保有する被保険者等
の医療保険に関する事項を記録した特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務

オ 公務員又は公務員であった者等の共済に関する事項を記録した特定個人情報
ファイルのみを取り扱う事務

カ 情報提供ネットワークシステムを使用する事業者が保有する、情報提供ネット
ワークシステムと接続しない特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務

キ 会計検査院が検査上の必要により保有する特定個人情報ファイルのみを取り扱
う事務

出典： 「特定個人情報保護評価の概要」 平成２６年６月３日 特定個人情報保護委員会事務局

特定個人情報保護評価に関する規則 第四条
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特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）

出典： 「特定個人情報保護評価の概要」 平成２６年６月３日 特定個人情報保護委員会事務局

特定個人情報ファイルとは
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特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）

出典： 「特定個人情報保護評価の概要」 平成２６年６月３日 特定個人情報保護委員会事務局
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特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）

出典： 「特定個人情報保護評価の概要」 平成２６年６月３日 特定個人情報保護委員会事務局
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＜ 実施フロー図 ＞

特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）

出典；内閣官房ホームページをもとに作成

しきい値評価のみ全項目評価

30万人以
上

はい

はい

特定個人情報を取り扱う職員・
外部委託先の人数は500人以上か

過去一年以内に、漏えい等の事
故を発生させたか

いいえ

重点項目評価

1万人以上
10万人未満

特定個人情報を取り扱う職員・
外部委託先の人数は500人以上か

はい

はい

過去一年以内に、漏えい等の事
故を発生させたか

いいえ

いいえ いいえ

千人未満

情報保護評価対象外

千人以上
1万人未満

対象人数
は何人か

10万人以上
30万人未満

START

しきい値
評価

特定個人情報保護評価計画管理書の作成
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特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）

出典： 「特定個人情報保護評価の概要」 平成２６年６月３日 特定個人情報保護委員会事務局

特定個人情報保護評価の再実施
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＜ 実施フロー図 ＞

特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）

出典；内閣官房ホームページをもとに作成

しきい値評価のみ全項目評価

30万人以
上

はい

はい

特定個人情報を取り扱う職員・
外部委託先の人数は500人以上か

過去一年以内に、漏えい等の事
故を発生させたか

いいえ

重点項目評価

1万人以上
10万人未満

特定個人情報を取り扱う職員・
外部委託先の人数は500人以上か

はい

はい

過去一年以内に、漏えい等の事
故を発生させたか

いいえ

いいえ いいえ

千人未満

情報保護評価対象外

千人以上
1万人未満

対象人数
は何人か

10万人以上
30万人未満

START

しきい値
評価

特定個人情報保護評価計画管理書の作成
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＜ 実施フロー図 ＞

特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）

出典；内閣官房ホームページをもとに作成

しきい値評価のみ全項目評価

30万人以
上

はい

はい

特定個人情報を取り扱う職員・
外部委託先の人数は500人以上か

過去一年以内に、漏えい等の事
故を発生させたか

いいえ

重点項目評価

1万人以上
10万人未満

特定個人情報を取り扱う職員・
外部委託先の人数は500人以上か

はい

はい

過去一年以内に、漏えい等の事
故を発生させたか

いいえ

いいえ いいえ

千人未満

情報保護評価対象外

千人以上
1万人未満

対象人数
は何人か

10万人以上
30万人未満

START

しきい値
評価

特定個人情報保護評価計画管理書の作成

評価実施機関は、最初の特定個人情報保護評価を実施する前に、特定個人
情報保護評価計画管理書（様式１参照）を作成するものとする。

評価実施機関で実施する特定個人情報保護評価に関する全ての事務及びシ
ステムについて記載するものとし、評価実施機関単位で作成するものとする。

最初の特定個人情報保護評価書の委員会への提出の際に、特定個人情報
保護評価計画管理書を併せて提出する

その後、評価実施機関が特定個人情報保護評価書を委員会へ提出する際は、
その都度、特定個人情報保護評価計画管理書を更新し、併せて提出する

出典：特定個人情報保護評価指針



Page 32 Copyright 2014, The  Association for Promotion of Public Local Information and Communication

＜ 実施フロー図 ＞

特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）

出典；内閣官房ホームページをもとに作成

しきい値評価のみ全項目評価

30万人以
上

はい

はい

特定個人情報を取り扱う職員・
外部委託先の人数は500人以上か

過去一年以内に、漏えい等の事
故を発生させたか

いいえ

重点項目評価

1万人以上
10万人未満

特定個人情報を取り扱う職員・
外部委託先の人数は500人以上か

はい

はい

過去一年以内に、漏えい等の事
故を発生させたか

いいえ

いいえ いいえ

千人未満

情報保護評価対象外

千人以上
1万人未満

対象人数
は何人か

10万人以上
30万人未満

START

しきい値
評価

特定個人情報保護評価計画管理書の作成
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＜ 実施フロー図 ＞

特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）

出典；内閣官房ホームページをもとに作成

しきい値評価のみ全項目評価

30万人以
上

はい

はい

特定個人情報を取り扱う職員・
外部委託先の人数は500人以上か

過去一年以内に、漏えい等の事
故を発生させたか

いいえ

重点項目評価

1万人以上
10万人未満

特定個人情報を取り扱う職員・
外部委託先の人数は500人以上か

はい

はい

過去一年以内に、漏えい等の事
故を発生させたか

いいえ

いいえ いいえ

千人未満

情報保護評価対象外

千人以上
1万人未満

対象人数
は何人か

10万人以上
30万人未満

START

しきい値
評価

特定個人情報保護評価計画管理書の作成

実施が義務付けられる特定個人情報保護評価の種類を判断する
（以下「しきい値判断」という。）。

しきい値判断の結果、基礎項目評価のみで足りると認められたもの
についても任意で重点項目評価又は全項目評価を実施することが
でき、重点項目評価の実施が義務付けられると判断されたものに
ついても任意で全項目評価を実施することができる。

出典：特定個人情報保護評価指針
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＜ 実施フロー図 ＞

特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）

出典；内閣官房ホームページをもとに作成

しきい値評価のみ全項目評価

30万人以
上

はい

はい

特定個人情報を取り扱う職員・
外部委託先の人数は500人以上か

過去一年以内に、漏えい等の事
故を発生させたか

いいえ

重点項目評価

1万人以上
10万人未満

特定個人情報を取り扱う職員・
外部委託先の人数は500人以上か

はい

はい

過去一年以内に、漏えい等の事
故を発生させたか

いいえ

いいえ いいえ

千人未満

情報保護評価対象外

千人以上
1万人未満

対象人数
は何人か

10万人以上
30万人未満

START

しきい値
評価

特定個人情報保護評価計画管理書の作成
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＜ 実施フロー図 ＞

特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）

出典；内閣官房ホームページをもとに作成

しきい値評価のみ全項目評価

30万人以
上

はい

はい

特定個人情報を取り扱う職員・
外部委託先の人数は500人以上か

過去一年以内に、漏えい等の事
故を発生させたか

いいえ

重点項目評価

1万人以上
10万人未満

特定個人情報を取り扱う職員・
外部委託先の人数は500人以上か

はい

はい

過去一年以内に、漏えい等の事
故を発生させたか

いいえ

いいえ いいえ

千人未満

情報保護評価対象外

千人以上
1万人未満

対象人数
は何人か

10万人以上
30万人未満

START

しきい値
評価

特定個人情報保護評価計画管理書の作成

基礎項目評価書

基礎項目評価書（様式２参照）を作成し、委員会へ提出するも
のとする。上記２に定めるしきい値判断の結果は、基礎項目評
価書に記載するものとする。

出典：特定個人情報保護評価指針
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＜ 実施フロー図 ＞

特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）

出典；内閣官房ホームページをもとに作成

しきい値評価のみ全項目評価

30万人以
上

はい

はい

特定個人情報を取り扱う職員・
外部委託先の人数は500人以上か

過去一年以内に、漏えい等の事
故を発生させたか

いいえ

重点項目評価

1万人以上
10万人未満

特定個人情報を取り扱う職員・
外部委託先の人数は500人以上か

はい

はい

過去一年以内に、漏えい等の事
故を発生させたか

いいえ

いいえ いいえ

千人未満

情報保護評価対象外

千人以上
1万人未満

対象人数
は何人か

10万人以上
30万人未満

START

しきい値
評価

特定個人情報保護評価計画管理書の作成
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＜ 実施フロー図 ＞

特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）

出典；内閣官房ホームページをもとに作成

しきい値評価のみ全項目評価

30万人以
上

はい

はい

特定個人情報を取り扱う職員・
外部委託先の人数は500人以上か

過去一年以内に、漏えい等の事
故を発生させたか

いいえ

重点項目評価

1万人以上
10万人未満

特定個人情報を取り扱う職員・
外部委託先の人数は500人以上か

はい

はい

過去一年以内に、漏えい等の事
故を発生させたか

いいえ

いいえ いいえ

千人未満

情報保護評価対象外

千人以上
1万人未満

対象人数
は何人か

10万人以上
30万人未満

START

しきい値
評価

特定個人情報保護評価計画管理書の作成

重点項目評価書
重点項目評価書（様式３参照）を作成し、委員会へ提出するものとする。

出典：特定個人情報保護評価指針
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＜ 実施フロー図 ＞

特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）

出典；内閣官房ホームページをもとに作成

しきい値評価のみ全項目評価

30万人以
上

はい

はい

特定個人情報を取り扱う職員・
外部委託先の人数は500人以上か

過去一年以内に、漏えい等の事
故を発生させたか

いいえ

重点項目評価

1万人以上
10万人未満

特定個人情報を取り扱う職員・
外部委託先の人数は500人以上か

はい

はい

過去一年以内に、漏えい等の事
故を発生させたか

いいえ

いいえ いいえ

千人未満

情報保護評価対象外

千人以上
1万人未満

対象人数
は何人か

10万人以上
30万人未満

START

しきい値
評価

特定個人情報保護評価計画管理書の作成
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＜ 実施フロー図 ＞

特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）

出典；内閣官房ホームページをもとに作成

しきい値評価のみ全項目評価

30万人以
上

はい

はい

特定個人情報を取り扱う職員・
外部委託先の人数は500人以上か

過去一年以内に、漏えい等の事
故を発生させたか

いいえ

重点項目評価

1万人以上
10万人未満

特定個人情報を取り扱う職員・
外部委託先の人数は500人以上か

はい

はい

過去一年以内に、漏えい等の事
故を発生させたか

いいえ

いいえ いいえ

千人未満

情報保護評価対象外

千人以上
1万人未満

対象人数
は何人か

10万人以上
30万人未満

START

しきい値
評価

特定個人情報保護評価計画管理書の作成全項目評価書

地方公共団体等は、全項目評価書を作成した後、規則第７条第１項の規定に基づき、全項目
評価書を公示して広く住民等の意見を求め、これにより得られた意見を十分考慮した上で全
項目評価書に必要な見直しを行うものとする。ただし、公表しないことができる全項目評価
書又は項目（下記（４）参照）については、この限りではない

全項目評価書を公示し住民等からの意見を聴取する期間は原則として30 日以上とする。

公示し住民等の意見を求め、必要な見直しを行った全項目評価書について、規則第７条第４
項の規定に基づき、第三者点検を受けるものとする。

第三者点検を受けた全項目評価書を委員会へ提出するものとする。

出典：特定個人情報保護評価指針
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特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）

Ⅰ基本情報
Ⅱ特定個人情報ファイルの概要
１．名称２．基本情報３．特定個人情報の入手・使用
４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託
５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）
６．特定個人情報の保管・消去７．備考
Ⅲリスク対策
１．特定個人情報ファイル名
２．特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）
３．特定個人情報の使用
４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託
５．特定個人情報の提供・移転
（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を
除く。）
６．情報提供ネットワークシステムとの接続
７．特定個人情報の保管・消去
８．監査
９．従業者に対する教育・啓発
１０．その他のリスク対策
Ⅳ開示請求、問合せ
１．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求
２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ
Ⅴ評価実施手続

Ⅰ基本情報
Ⅱ特定個人情報ファイルの概要
１．名称２．基本情報３．特定個人情報の入手・使用
４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託
５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）
６．特定個人情報の保管・消去７．備考
Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク
対策
１．特定個人情報ファイル名
２．特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）
３．特定個人情報の使用
４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託
５．特定個人情報の提供・移転
（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を
除く。）
６．情報提供ネットワークシステムとの接続
７．特定個人情報の保管・消去
Ⅳその他のリスク対策
１．監査２．従業者に対する教育・啓発
３．その他のリスク対策
Ⅴ開示請求、問合せ
１．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求
２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ
Ⅵ評価実施手続

重点項目評価 全項目評価
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PIAは大変ですが・・・

特定個人情報に関して、正しくガバナンスすることが必須です

特に

「全項目評価」
は第三者点検やパブコメがあって大変です

できるだけ回避したいところです しかし、

「特定個人情報」の扱いを明確にし、掌握すること
は非常に重要でもあります
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詳細は、ＡＰＰＬＩＣ 番号制度ポータルへ
http://www.applic.or.jp/mynumber/

会員以外の自治体は、ID申請が必要です。
お問い合わせ下さい

専用のページを立ち上げています
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